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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
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す
る
質
問
に
対
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る
答
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書

一
に
つ
い
て

障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
な
い
身
体
障
害
者
の
サ
ン
プ
ル
調
査
（
以
下
「
本
調
査
」
と
い
う
。
）
は
、
地
方
公
共
団
体
か

ら
情
報
提
供
を
受
け
た
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
六
千
六
百
七
十
九
人
の
う
ち
、
障
害
年
金
受
給
者
、
六

十
五
歳
以
上
の
者
等
を
除
い
た
三
百
三
十
五
人
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
障
害
の
程
度

が
年
金
の
基
準
外
等
」
が
百
四
十
三
件
、
「
障
害
年
金
の
制
度
を
知
ら
な
か
っ
た
」
が
五
十
八
件
、
「
障
害
年
金
に
該
当
し

な
い
と
思
っ
た
」
が
四
十
一
件
等
の
回
答
が
あ
っ
た
。

政
府
と
し
て
は
、
こ
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
障
害
年
金
制
度
の
周
知
等
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
�
�
人
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
障
害
基
礎
年
金
一
級
が
七
人
、
障
害
基
礎
年
金
二
級
が
九
人
、
障
害
厚
生

年
金
二
級
が
六
人
、
障
害
厚
生
年
金
三
級
が
五
人
で
あ
り
、
年
齢
別
で
は
、
二
十
代
が
三
人
、
三
十
代
が
一
人
、
四
十
代
が

六
人
、
五
十
代
が
十
二
人
、
六
十
代
が
五
人
で
あ
っ
た
。

御
指
摘
の
「
約
�
�
�
％
程
度
」
と
は
、
母
数
六
千
六
百
七
十
九
人
に
対
す
る
二
十
七
人
の
割
合
を
意
味
す
る
も
の
と
考

一



え
る
が
、
こ
の
数
値
の
評
価
に
当
た
っ
て
は
、
本
調
査
の
対
象
者
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
慎
重
な
検
討
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

本
調
査
は
、
障
害
年
金
が
受
給
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
を

把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

老
齢
基
礎
年
金
受
給
者
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
障
害
年
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
調
査
の
対
象
外

と
し
た
も
の
で
あ
り
、
再
調
査
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

ま
た
、
精
神
障
害
者
、
知
的
障
害
者
の
サ
ン
プ
ル
調
査
に
つ
い
て
は
、
調
査
方
法
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
に
つ
い
て
、
関
係

機
関
、
関
係
団
体
と
十
分
に
調
整
を
行
っ
た
上
で
実
施
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

四
に
つ
い
て

本
調
査
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
か
ら
平
成
二
十
四
年
二
月
ま
で
の
間
に
集
計
を
行
い
、
そ
の
後
、
戸
別
訪

問
等
に
よ
る
障
害
年
金
の
裁
定
請
求
の
手
続
の
案
内
、
裁
定
結
果
の
確
認
等
を
行
っ
て
い
た
た
め
、
公
表
ま
で
に
時
間
を
要

し
た
も
の
で
あ
る
。

二



五
に
つ
い
て

障
害
年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
市
区
町
村
に
対
し
、
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
を
対
象
と
し

た
障
害
年
金
制
度
に
関
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
、
障
害
者
手
帳
交
付
窓
口
へ
の
配
置
及
び
障
害
年
金
制
度
の
周
知
に

つ
い
て
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
厚
生
労
働
省
と
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
障
害
年
金
受
給
の
た
め
の
案
内

を
掲
載
す
る
な
ど
、
周
知
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
周
知
内
容
や
周
知
方
法
の
改
善
等
に
つ
い
て

検
討
し
つ
つ
、
必
要
な
対
策
を
講
じ
て
ま
い
り
た
い
。

三


